
暴力団排除に関する特約条項 

 

第１条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者（受注者が共同企業体である

ときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。）が次の各号の一に該

当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者

に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。 

（１） 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以

下「暴力的組織」という。）であるとき。 

（２） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合に

はその法人の役員（役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に

参画している者を含む。以下この条において同じ。）をいう。以下同じ。）が、

暴力的組織の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。以下これら

を「構成員等」という。）となっているとき。 

（３） 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用していると

き。 

（４） 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資

材、原材料の購入契約等を締結したとき。 

（５） 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

（６） 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

（７） 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図

る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成

員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しく

は便宜を供与したとき。 

（８） 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難

される関係を有しているとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額(単価契

約の場合は，契約単価に入札又は見積合わせ時等の予定数量を乗じた額)の10分の１

に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ

る。 

 


